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介護職のイメージ刷新等による人材確保対策強化事業の実施について 

 

 標記については、福祉・介護の魅力や社会的評価の向上を図り、福祉・介護

分野での多様な人材の参入を促進することを目的として、別紙のとおり「介護

職のイメージ刷新等による人材確保対策強化事業実施要綱」を定め、平成 30

年 4 月 11 日から適用することとしたので通知する。 
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（別紙） 

 

介護職のイメージ刷新等による人材確保対策強化事業実施要綱 

 

 

１ 事業の目的 

福祉・介護の仕事の魅力を伝え、福祉・介護に対して抱いているイメー

ジを変えるため、福祉・介護について理解を促進するための体験型・参加

型イベントの開催や世代横断的な広報活動の展開を行い、福祉・介護分野

への多様な人材の参入促進を図ることを目的とする。 

 

２ 実施主体 

  実施主体は、公募により採択された法人とする。なお、実施にあたっては、

複数の法人で連携して実施することも可能とする。 

 

３ 事業内容 

事業内容は次の通りとし、次の（１）及び（２）に掲げる事業を必ず実施

するものとする。 

（１）福祉・介護の体験型・参加型イベント実施事業 

 中学生や高校生、大学生などの若者世代を主な対象として、楽しみな

がら福祉・介護を体験したり、学習することによって、福祉・介護の現

場で働くことに対する興味、関心を高めることを目的として行う以下の

（ア）から（エ）までの事業。 

(ア) 体験型・参加型イベントの企画委員会の設置 

体験型・参加型イベントの企画内容を検討するため、学識有識

者、職能団体、事業者団体、教育関係団体等からなる企画委員会

を設置する。 

企画の検討にあたっては、介護分野に関心を持つ者の参入促進

が図られるような内容や、介護の仕事に関する正しい知識、理解

が得られるような内容となるよう、イベント参加者の対象像を明
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確にすることとする。 

(イ) イベントの周知 

（ア）で企画したイベントへの参加促進のため、WEB 広告や SNS、

チラシ等の宣伝媒体を活用した周知を行う。 

(ウ) 体験型・参加型イベントの実施 

イベントの開催にあたっては、来場予定者数の規模や交通アク

セスなどを勘案し、会場を選定する。 

イベントでは、福祉・介護について簡単に学べる機会や、ICT、

介護ロボットを活用した事業所の取組や、現場で働く様々な職員

からのメッセージの紹介などを盛り込むこと。 

また、福祉・介護の魅力を伝えるためには、福祉・介護の仕事

に従事している職員の実態について知ることが不可欠であること

から、職能団体や事業者団体等の協力を得ながらイベントを開催

することとする。 

(エ) 成果の報告 

実施主体は、イベント参加者等へのアンケート調査や聞き取り

等により、事業の効果を検証するとともに、次の①から③に掲げ

る内容を盛り込んだ報告書を作成の上、平成 31 年 4 月末日までに

電子媒体（USB メモリを除く）により厚生労働省社会・援護局福

祉基盤課まで提出するものとする。 

① 事業全体の実施スケジュール 

② 事業広報のために導入した（イ）の情報発信ツールの種類及

び活用規模（情報発信回数、掲載記事数など）、ツール導入

の効果やメリット、デメリット 

③ イベント参加者の介護に対する意識変化 

 

（２）福祉・介護に対する世代横断的理解促進事業 

 福祉・介護の魅力を伝達し、福祉・介護に対して抱いているイメージ

を変えるなど、若年層から中高年齢層までの幅広い世代に対して、世代

横断的に福祉・介護の仕事に関する理解を促進するために行う以下の（ア）
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から（エ）までの広報事業。 

(ア) 広報企画の立案 

学識有識者や職能団体、事業者団体、教育団体等の協力を得な

がら、福祉・介護の仕事に関する理解促進に係る広報事業の企画

内容について検討を行う。 

企画の検討にあたっては、対象者像に応じて複数の広報媒体を

使い分けたり、幅広い世代に対して訴求可能な広報媒体を活用す

るなど、広報の手法、内容を工夫することで世代横断的な理解促

進を図ることとする。 

(イ) 広報媒体の作成、配信 

 （ア）で検討した企画に基づき、福祉・介護の魅力を積極的に

伝え、そのイメージが変わる広報媒体の作成、配信を行う。 

 なお、広報媒体作成のための取材、調査にあたっては、情報の

正確性や個人のプライバシーに十分配慮した上で行うものとする。 

(ウ) 広報のための情報発信プラットフォームの構築 

事業の広報や、福祉・介護の仕事に関する情報発信、国や都道

府県の施策情報の発信を行うための、情報発信のための窓口サイ

トの開設及び維持管理、運営を行う。 

(エ) 成果の報告 

 事業の成果を取りまとめ、（イ）で作成した広報媒体とともに平

成 31 年 4 月末日までに電子媒体（USB メモリを除く）により厚生

労働省社会・援護局福祉基盤課まで提出するものとする。 

 

４ 国の補助 

国は、本事業に要する経費について、別に定める交付要綱に基づき、予算

の範囲内で補助するものとする。 

 

５ 事業採否の決定方法 

本事業の実施主体は、別に定める評価委員会における事業の評価を踏まえ、

予算の範囲内で決定するものとする。 
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６ 留意事項 

（１） 事業の実施にあたっては、職能団体や事業者団体、地方公共団体など

の関係団体と連携を取りながら事業を進めるものとする。 

なお、関係団体との連携にあたっては、厚生労働省社会・援護局福祉

基盤課と協議の上、要請を行うものとする。 

（２） 各事業の実施にあたっては、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課と定

期的な連絡及び協議をしながら進めるものとし、厚生労働省社会・援護

局福祉基盤課の指示に従うこと。 

 


